
い
て
は
、
詳
細
が
決
ま
り
し
だ
い
、
広

報
と
こ
ろ
ざ
わ
、
市
HP

等
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問

こ
ど
も
支
援
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
２
４

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま

で
の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
父
、
母
、
ま
た
は
養
育
者

▼
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
を
持
つ

児
童

▼
そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い

な
い
児
童

対
象
と
な
る
医
療
費　

保
険
診
療
分
の

自
己
負
担
金
（
高
額
療
養
費
や
付
加

給
付
金
を
除
く
）

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
歳
の
年
度
末

ま
で
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま

で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母
、

ま
た
は
養
育
者

▼
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
を
持
つ

児
童

▼
そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い

な
い
児
童

手
当
月
額　

▼
児
童
１
人
…
４
１
、
４

　

３
０
円
（
全
部
）
ま
た
は
４
１
、
４

　

２
０
円
〜
９
、
７
８
０
円
（
一
部
）

害
等
）
を
お
持
ち
の
方
▼
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、
２
級
を
お

持
ち
の
方
▼
障
害
基
礎
年
金
１
級
、

２
級
に
該
当
し
て
い
る
方

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
６

　

左
表
の
通
り
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

◎
重
度
の
肢
体
不
自
由
お
よ
び
知
的
障

害
が
あ
り
、
人
工
呼
吸
管
理
な
ど
の
医

療
的
ケ
ア
が
必
要
な
超
重
症
心
身
障
害

児
の
方
は
、
手
当
月
額
５
千
円
を
障
害

児
福
祉
手
当
と
あ
わ
せ
て
受
給
で
き
ま
す
。

 

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
６

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対 
20
歳
未
満
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
一
部
お
よ

び
２
級
の
一
部
を
お
持
ち
の
方

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
を
お
持
ち
の
方

▼
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介

護
が
必
要
な
方

▼
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び
血
液
疾
患

等
で
日
常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ

　

新
聞
は
貴
重
な
資
源
で
す
。
新
聞

（
チ
ラ
シ
含
む
）
は
「
新
聞
・
雑
誌
・

雑
が
み
・
段
ボ
ー
ル
」
の
日
に
ひ
も
で

十
字
に
し
ば
っ
て
出

す
か
、
紙
製
の
新
聞

整
理
袋
を
使
用
し
て

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ビ
ニ
ー
ル
製
の
新
聞
整
理
袋
で
出
さ

れ
た
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

資
源
循
環
推
進
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
４
６

受
け
入
れ
日
時　

毎
月
第
１
土
曜
日
午

前
８
時
30
分
〜
正
午

受
け
入
れ
ご
み　

家
庭
か
ら
出
る
▼
燃

や
せ
る
ご
み
▼
破
砕
ご
み
類
▼
び
ん

・
か
ん
・
ス
プ
レ
ー
缶
▼
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
▼
粗
大
ご
み
▼
新
聞
・
雑
誌
・

雑
が
み
・
段
ボ
ー
ル
▼
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
▼
小
型
家
電
製
品
▼
有
害
ご
み

受
け
入
れ
場
所
・
問

東
部
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
☎
２
９
９
８
_
５
３
０
０

　

平
成
24
年
４
月
分
か
ら
の
制
度
に
つ

▼
児
童
２
人
…
５
千
円
を
加
算
▼
児

童
３
人
以
上
…
１
人
に
つ
き
３
千
円

を
加
算

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
歳
の
年
度
末

ま
で
が
対
象
で
す
。
ま
た
申
請
者
ま
た

は
児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未

満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母
、

ま
た
は
養
育
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
、
４

級
の
一
部
ま
た
は
、
重
度
の
内
部
的

疾
患
を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
等
で
①
ま
た
は

②
と
同
程
度
の
障
害
を
お
持
ち
の
方

◎
児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

手
当
月
額　

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
１

級
…
５
０
、
４
０
０
円
▼
特
別
児
童

扶
養
手
当
２
級
…
３
３
、
５
７
０
円

【
共
通
事
項
】

　

▼
申
請
が
必
要
で
す
。
▼
申
請
者
や

そ
の
配
偶
者
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
扶

養
義
務
者
等
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活

支
援
施
設
・
通
園
施
設
等
を
除
く
）
等

に
入
所
の
場
合
は
対
象
外
で
す
。

問

こ
ど
も
支
援
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
２
４

　

保
険
診
療
に
か
か
る
一
部
負
担
金
を

助
成
し
ま
す
。

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お

持
ち
の
方

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

▼
一
定
の
障
害
※
を
お
持
ち
で
、
埼
玉

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認

定
を
受
け
た
65
歳
以
上
74
歳
以
下
の

方
、
ま
た
は
、
75
歳
以
上
で
市
長
の

認
定
を
受
け
た
方

※
一
定
の
障
害
と
は
▼
身
体
障
害
者
手

帳
４
級
の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語

機
能
障
害
、
下
肢
機
能
の
著
し
い
障

お
知

　

ら
せ

▶納期内納付にご協力ください。
▶ゆうちょ銀行・郵便局（納期限内
　に限る）、コンビニエンス・スト
　アでも納付できます。

市税の夜間・休日納税窓口
夜間…４月２日㈪、27日㈮、　
　５月１日㈫
　午後５時～８時
休日…４月１日㈰、22日㈰
　午前８時30分～午後５時
市税の内訳　市・県民税、固定
資産税・都市計画税、軽自動
車税、事業所税等
◎電話による納税相談も受け付
けます。
市役所2階収税課☎2998-9073

納税は便利な
口座振替を
ご利用ください。

る
方

手
当
月
額　

１
４
、
２
８
０
円

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
理
由
の

年
金
受
給
者
は
対
象
外
で
す
。

◆
特
別
障
害
者
手
当

対 

20
歳
以
上
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
し
て
お
持
ち
の
方

▼
肢
体
不
自
由
に
係
る
障
害
の
一
つ
に

つ
き
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
を
お
持

ち
の
方

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
を
お
持
ち
の
方

▼
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
お
持
ち

の
方

▼
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び
血
液
疾
患

等
で
、
日
常
生
活
上
絶
対
安
静
の
方

手
当
月
額　

２
６
、
２
６
０
円

◎
施
設
入
所
者
、
３
か
月
以
上
継
続
入

院
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

【
共
通
事
項
】

　

対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
の

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
６

　

有
効
期
限（
８
年
）

が
切
れ
る
水
道
メ
ー

タ
ー
は
、
新
し
い
も

の
に
無
料
で
交
換
し

て
い
ま
す
。
該
当
す

る
方
に
は
、
は
が
き

等
で
お
知
ら
せ
し
、
指
定
工
事
事
業
者

が
作
業
を
行
い
ま
す
。

◎
屋
外
作
業
の
た
め
、
留
守
中
で
も
実

施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問

水
道
部
給
水
課

　

☎
２
９
２
１
_
１
０
８
２

新
聞
の
回
収
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

重
度
心
身
障
害
児
等
医
療
費
助
成
制
度

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す

　　 開庁業務内容 　　  ・ 　　 開庁共通業務内容

◆介護保険の申請／市役所１階介護
保険課☎２９９８‒９４２０
◆子ども手当・児童扶養手当・子ど
も医療費・ひとり親家庭等の医療
費助成の手続き／市役所２階こど
も支援課☎２９９８‒９１２４
◆新入学・転入学の手続き／市役
所１階（特設窓口）学校教育課☎
２９９８‒９２３８
◆市税の納付・納税相談／市役所２
階収税課☎２９９８‒９０７３
◎休日開庁は上記業務は行いません。

◆転入・転出・転居等による異動届
の受付、印鑑登録、各種証明書の
発行、住民基本台帳カードの申請
および交付／市役所１階市民課☎
２９９８‒９０８７
◎電子証明書の申請および発行はで
きません。
◆国民健康保険および国民年金の手
続き／市役所１階国保年金課☎２９
　９８‒９１３１（国民健康保険担
当）☎２９９８‒９０９５（国民年
金担当）

休 日 開 庁年度始めの臨時開庁

4/1㈰ 午前８時30分～
午後５時

午前８時30分～
午後０時30分

区分 対象 手当月額

Ａ

▶身体障害者手帳１級程度の方▶
療育手帳Ⓐをお持ちの方▶障害程
度が障害児福祉手当の支給要件に
該当（精神障害者も含む）する方

11,500円（65歳以上の
新規申請者は6,500円）

Ｂ ▶身体障害者手帳２級程度の方
▶療育手帳Ａ・Ｂをお持ちの方

9,000円（65歳以上の新
規申請者は4,000円）

Ｃ ▶精神保健福祉手帳１級・２級を
お持ちの方

5,000円
◎65歳以上の新規申請
者は対象外です。

◎施設入所者、住民税が課税されている方、障害児福祉手当・
特別障害者手当・経過的福祉手当の受給者は対象外です。

市役所
本庁舍

4/14㈯

㈰

臨時 休日 臨時

試
験
的
に
第
１
土
曜
日
に

東
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で

家
庭
ご
み
を
受
け
入
れ
ま
す

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
お
知
ら
せ

情 報 館

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

広報　　　　　　　　　　平成24年４月号　10広報　　　　　　　　　　平成24年４月号　

【情報館】•特にことわりのないものは４月２日㈪から申し込みを受け付けます。•費用等の記載がないものは無料です。


